
 

寄附金の税額控除制度について 

 
当顕彰会は、寄附金の所得税額控除の対象となる公益財団法人として認定さ

れています。（別添「税額控除に係る証明書」のとおり。） 

 
 このため、「年会費」及び使途を明確にしない一般的「寄附金」の合計額につ

いて、税額控除制度上の「寄附金」として、その適用を受けることができます。 

 
 このため、当会における本制度の処置として、領収証発行の要求があった会

員を除き、１０，０００円以上の寄附金を頂いた会員について領収証を発行す

ることとさせて頂いています。 

 
しかし、毎年、税務署に確定申告をされており、この領収書が必要な方は事

務局まで電話等で要求してください。年末の確定申告時期までに、年間分の寄

附金合計額の領収証を送付させて頂きます。 
 本制度の詳細につきましては、添付しています内閣府の資料でご確認くださ

い。 

                 
  公益財団法人 

特攻隊戦没者慰霊顕彰会 
事務局長 石井 光政 





税額控除制度について
(1)概 要
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「現下の厳ししヽ経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一

部を改正する法律」の施行により、租税特居」措置法 (B召示□32年 法律第 26暑 )が 改正された

ことに伴い、個人が、一定の要件を満たした公益社団法人 ・公益財団法人へ奇附金を支出した

場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができます。

(2)税 額控除とは

これまで、個人が、公益社団法人 ・公益財団法人へ寄附金を支出した場合、所得控除制度が

適用されてしヽました。

新たな税額控除制度は、所得控除制度に比べ、特に小□の寄附金支出者への減税効果が高しヽ

ことが特徴です。減税効果が高まる結果、これまで以上に多くの寄附金を支出される寄附者や、

新たに寄附金を支出される力が増えることにより、公益社団法人 ・公益財団法人の公益活動の

主要な原資である寄附金収入が拡大することが見込まれます。

(これまでの寄附金控除制度)

0所 得挫除

所得震能 守〒った後に税率牲掛けるため、所得
税率が高い高所得者の方が済税効果が大きい.

(新たな寄附金控除制度)

0税 盤控除

寄付金額魅基礎に算出した控除髄 、税率に関
億 、税額から直接震除するため、小日の寄常に
も減税効果at大きい。

(3)具 体の税額控除額の算出式

〔

個人が支出した寄附金につしヽて、確定申告時に税額控除制度の適用を選択した場合、以下の

算式により算出された額が、所得税額から控除されます。

税韻控除対象寄鮒金(Xl) - 2,000円 〕X 40% 夏控1除1対1象1盤(米12)
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※ 1 税額控除対象寄附金 :税額控除対象法人への寄附金額

注 :寄附金支出額が、総所得金額等の 40%に 相当する金額を超える場合には、40%

に相当する額が税額控除対象寄附金となります。

控除対象額は、所得税額の 25%を 限度とします。
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